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旭川市地域材活用住宅建設補助金交付要綱 

 

 第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における住宅に関して北海道の木材の利用促進及び脱炭素住宅の

普及並びに子育て世帯及び二世帯の住宅取得支援に資するため、当該木材を使用した高性

能住宅を新たに取得する者に予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項

を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号による。 

 ⑴ 新築住宅 新たに建築する住宅をいう。 

 ⑵ 建売住宅 不特定の者への販売を目的とした住宅であって、一度も入居されていない

住宅をいう。 

 ⑶ 住宅 旭川市内（以下「市内」という。）に建築する、主として居住の用に供する家屋

をいう。ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、公営住宅その他これ

らに類するものを除く。 

 ⑷ 附帯施設 住宅と別棟とする、居住以外の用途に供する施設をいう。 

 ⑸ 併設店舗等 住宅に併設された、居住以外の用途に供する部分をいう。 

 ⑹ 一戸建形式 住戸の別がない又は住戸の別があるが全ての住戸に内部で往来可能な

形式をいう。 

 ⑺ 地域材 北海道内の森林から産出され、かつ、北海道内で加工された木材をいう。 

⑻ 上川管内 北海道行政組織規則（昭和４１年４月１日規則第２１号）第３５条による

北海道上川総合振興局の所管区域及び同規則第３７条に掲げる市の区域をいう。 

 ⑼ 旭川市内産の木材 旭川市の行政区域内又は旭川市が所有する森林から産出された

木材をいう。 

 ⑽ 旭川産材 旭川市内産の木材で、かつ、上川管内で加工した木材をいう。 

 ⑾ ＺＥＨ住宅 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年告示第 

４８９号）によるＢＥＬＳ評価書（ＺＥＨマークが表示されたもの）の交付を受けた住

宅（Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＨ、ＺＥＨ Ｏｒｉｅｎｔｅｄを含む。）をいう。 

 ⑿ 北方型住宅２０２０ 北海道で設定した北方型住宅基準（２０２０年基準）の認定を

受けた住宅をいう。 

 ⒀ 長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅をいう。 

 ⒁ 低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）による
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低炭素建築物新築等計画の認定を受けた住宅をいう。 

 ⒂ 性能評価住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）に

よる設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価において断熱等性能等級５かつ一次エネ

ルギー消費量等級６を満たす性能の評価を受けた住宅をいう。 

 ⒃ 申請者 本補助金の交付を受けようとする者をいう。 

⒄ 承継人 申請者が死亡等やむを得ない事情により補助金に係る手続を継続できなく

なったときに、その手続を承継する者で次のいずれかに該当する者をいう。ただし、第

５条各号に該当する者を除く。 

ア 住宅の居住予定者 

 イ 住宅の工事請負契約の発注者又は売買契約の買主 

⒅ 産地証明 北海道森林組合連合会又は北海道木材産業協同組合連合会により木材の

産地を証明することができる者として認定された事業者が、木材の産地の証明を行うこ

とをいう。 

⒆ 二世帯同居 交付申請日時点で、２以上の世帯が同一の住宅に一緒に住むことをいう。 
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第２章 補助対象 

 

（対象住宅） 

第３条 補助金の対象とする住宅（以下「対象住宅」という。）は、新築住宅又は建売住宅で

あり、第１５条第１項の交付申請の日において次の各号の全てに適合する住宅及び附帯施

設とする。 

 ⑴ 申請年度の４月１日以降から第１５条第２項の期間の末日までに建築基準法（昭和 

２５年法律第２０１号）第７条第５項又は同法第７条の２第５項の検査済証（以下「検

査済証」という。）の交付を受けた住宅。ただし、建築基準法第６条第１項の適用を受け

ない場合は、性能評価住宅 

 ⑵ 地域材が１５㎥以上使用されており、その内、旭川産材が５㎥以上である住宅 

⑶ ＺＥＨ住宅、北方型住宅２０２０、長期優良住宅若しくは低炭素住宅のうちいずれか

の認定を受けた住宅又はこれらと同等の性能基準を満たした住宅として認定若しくは

交付を受けた住宅 

⑷ 一戸建形式の住宅。ただし、住戸の戸数が２以下の住宅に二世帯同居を行うときは、

この限りでない。 

⑸ 併設店舗等がない住宅 

⑹ 市内に本店を置く事業者が施工した住宅 

 

（対象者） 

第４条 補助金の対象とする者（以下「対象者」という。）は、第１５条第１項の交付申請の

日において次の各号の全てに適合する申請者とする。 

⑴ 対象住宅に住民登録を行った者。ただし、申請者が単身赴任等の事由により自己の居

住の用に供することができない場合等は、申請者の２親等以内の親族が対象住宅に住民

登録を行っていること。 

⑵ 対象住宅の工事請負契約の発注者又は売買契約の買主 

⑶ 対象住宅及び土地の全てを所有している者。ただし、対象住宅及び土地の全てを所有

していないときは、全ての所有者から補助金の申請及び工事の実施について承諾を得て

いる者 

⑷ 地域材の普及促進に向けた次の全ての取組について実施する者 

 ア 本市が貸与するのぼり旗の住宅建設現場内への掲出 

 イ 本市が行う情報発信のための写真データの提供 

 ウ 住宅完成見学会の実施 

 

（除外要件） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、対象者から除外す
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る。 

⑴ 直近の所得が５５０万円を超える世帯員がいる者 

⑵ 市税を滞納している者 

⑶ 旭川市暴力団排除条例（平成２６年旭川市条例第１６号）第２条第２号の暴力団員又

は同条例第７条の暴力団関係事業者である者 

⑷ 虚偽の申請その他補助金の手続において不正を行った者 

⑸ その他法令又は公序良俗に反するおそれがあるなど、補助金を交付することが適当で

ないと判断された者 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる旭川産材の使用量に応じて当該各号に定める額と

する。 

⑴ 旭川産材を５㎥以上使用するとき １５０万円 

⑵ 旭川産材を１０㎥以上使用するとき ２００万円 

⑶ 旭川産材を１５㎥以上使用するとき ２５０万円 

⑷ 旭川産材を２０㎥以上使用するとき ３００万円 

⑸ 旭川産材を２５㎥以上使用するとき ４００万円 

２ 第１５条第１項の交付申請を行う時点で、対象住宅に１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある対象者の親族が住民登録を行っているときは、第１項の額に 

１００万円を加算することができる。この場合の親族とは、対象者の子（妊娠中の子を含

む。）又は孫をいう。 

３ 第１５条第１項の交付申請を行う時点で、対象者が対象者からみて３親等以内の親族と

対象住宅に二世帯同居しているときは、第１項の額に１００万円を加算することができる。 

４ 前２項を重複して適用することはできない。 

 

（重複補助の制限） 

第７条 第９条の認定申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申

請は無効とする。 

 ⑴ 本補助金を複数回申請する者 

 ⑵ 同一年度に旭川市住宅改修補助金又は旭川市住宅雪対策補助金を申請する者 

 ⑶ 国、北海道又は本市の同種の補助制度を申請する者 

 

（重複補助の特例） 

第８条 前条第１号の規定は、認定申請を行う日が、過去に本補助金の交付を受けた日の属

する年度の末日から１０年以上経過しているときは適用しない。 
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第３章 事務手続 

 

（認定申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に先立ちあらかじめ認定申請を行う。 

２ 前項の認定申請は、別に定める申請書及び関係書類を提出することにより行う。 

３ 認定申請を受け付ける期間（以下「受付期間」という。）は、別に定める。 

４ 申請書又は関係書類に疑義又は申請内容の不備があると認めたときは、当該疑義等の内

容について、期限を定め報告又は是正を求める。 

 

（認定） 

第１０条 前条第２項の規定による認定申請があった場合において、その申請が第２章に定

める補助対象と認められるときは、その申請を認定し、その旨を当該申請者に通知する。

ただし、当該認定申請において不正が認められるとき又は前条第４項により定めた期限ま

でに申請書又は関係書類の不備が是正されないときは、認定しない。 

２ 前項本文の認定に当たっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ 対象住宅の工事が完了し、住民登録が完了したときは、別に定める期日までに第１５

条第１項の交付申請の手続を行うこと。 

⑵ 認定申請内容に変更が生じたときは、第１８条第１項及び第２項に定める変更申請等

を行うこと。 

⑶ 補助金を辞退するときは、速やかに第１９条に定める補助金の辞退の手続を行うこと。 

３ 受付期間内に提出された認定申請に係る補助金の合計額が、予算額を超過することとな

るときは、別に定める方法により抽選し、第１項の認定する者を決定する。 

４ 前条第２項の規定による認定申請があった場合において、その申請を認定しないときは、

その旨を当該申請者に通知する。 

 

（追加募集） 

第１１条 受付期間内に提出された認定申請に係る補助金の合計額が予算額に満たなかっ

たときは、改めて受付期間を設定し予算額を超過することとならない範囲で認定申請を受

け付ける。 

２ 前項の受付期間は、別に定める。ただし、予算額を超過することとなったときは、受付

期間内であっても、受付を締め切る。 

３ 第９条及び第１０条（第３項を除く。）の規定は、第１項の規定による申請に準用する。 

 

（認定の取消し） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、その旨を当該認定を取

り消した者に通知する。 
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⑴ 第２章に定める補助対象と認められないことが判明したとき。 

⑵ 第９条第２項又は第１１条第１項に規定する認定申請後、建設場所又は対象住宅の

新築工事を行う施工業者を変更したとき。 

⑶ 第１９条により補助金の認定又は交付を辞退するとき。 

⑷ 第９条第２項の認定申請に当たって、不正が認められたとき。 

 

（補欠候補者及び補欠登録） 

第１３条 第１０条第３項の規定により認定する者を決定した場合において、認定の辞退等

で補助金の募集予算額に余裕が生じたときに備え、第９条第２項の規定による申請を行っ

た者の中から補欠候補者を若干名選定し、その旨を当該申請者に通知する。 

２ 前項に規定する補欠候補者のうち、補欠登録を希望する者は、別に定める補欠登録に係

る確認書を提出するものとする。 

３ 前項に規定する確認書の提出があったときは、補欠登録を行い、その旨を通知する。 

 

（補欠繰上） 

第１４条 補助金の募集予算額に余裕が生じた場合において、前条による補欠登録を受けた

者の申請が第２章に定める補助対象と認められるときは、予算額に応じてその申請を認定

し、第１０条第２項各号の条件を付して認定した旨を通知する。 

 

 （交付申請） 

第１５条 補助金の交付申請は、第１０条第１項、前条又は第１８条第３項による認定を受

けた者が、別に定める申請書及び関係書類を提出することにより行う。 

２ 交付申請を受け付ける期間は、別に定める。 

３ 申請書又は関係書類に疑義又は申請内容の不備があると認めたときは、当該疑義等の内

容について、期限を定め報告又は是正を求める。 

 

（交付の決定及び額の確定） 

第１６条 前条の申請を受けた場合において、その申請が第２章に定める補助対象と認めら

れるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、その申請者に次の各号の条件を付

して交付の決定及び額の確定を行った旨を通知する。 

⑴ 交付申請の内容に変更が生じたときは、第１８条第１項及び第２項に定める変更申請

等を行うこと 

⑵ 補助金を辞退するときは、速やかに第１９条に定める補助金の辞退の手続を行うこと 

⑶ 通知日以降に補助金に関しての報告を求められたとき又は是正の指示を受けたとき

は、その内容に従うこと 

⑷ 補助金の交付を受けた日が属する年度の末日から起算して１０年の間、本補助金によ



7 

 

り取得した住宅を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとするときは、承認を得ること 

 

（不交付の決定） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の不交付とすることを決定し、当

該申請者にその旨を通知する。 

⑴ 第２章に定める補助対象と認められないことが判明したとき。 

⑵ 第９条第２項又は第１１条第１項に規定する認定申請後、建設場所又は対象住宅の新

築工事を行う施工業者を変更したとき。 

⑶ 第１５条第２項の期間の末日までに交付申請の手続を行わなかったとき。 

⑷ 第１５条第３項の報告又は是正措置を行わなかったとき。 

⑸ 第１９条による補助金を辞退するとき。 

⑹ 交付申請の手続において不正を行ったと認められるとき。 

２ 前項により不交付を決定したときは、第１０条第１項の認定を取り消し、当該申請者に

その旨を通知する。 

 

（変更申請等） 

第１８条 補助金の認定又は交付申請の内容の変更は、その変更内容が第６条第１項から第

３項までによる補助金の額の減少に該当するときに限り、別に定める申請書に変更内容が

確認できる資料を添付して提出することにより行う。 

２ 前項に該当しない内容の変更に係る手続は、変更内容が確認できる資料を提出すること

により行う。 

３ 第１項及び前項の変更申請等があったときは、第２章に定める補助対象と認められるか

を確認し、認定若しくは認定しない旨又は交付若しくは不交付を決定し、当該申請者に通

知を行う。この場合において、当該申請が認定通知者又は交付決定者によるものであると

きは、従前の認定又は交付の決定を取り消す。 

 

（補助金の辞退） 

第１９条 補助金の認定又は交付を辞退するときは、別に定める辞退届を提出することによ

り行う。 

 

（補助金の請求） 

第２０条 補助金の請求は、第１６条の補助金の額の確定後に、別に定める請求書を提出す

ることにより行う。 
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（補助金の交付） 

第２１条 補助金は、前条の請求を受けたとき速やかに交付する。  
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第４章 雑則 

 

（補助金の返還） 

第２２条 補助金の交付後に補助金に係る不正を認知したとき又は補助金の返還が必要で

あると認めたときは、その補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることが

ある。 

 

（承継） 

第２３条 補助金に係る事務手続の承継を希望するときは、承継人が別に定める承継願を提

出する。 

２ 前項の承継願が提出された場合、提出者と申請者の関係が明らかにならないときは、当

該提出者に申請者との関係を示す書類の提出を求めることがある。 

 

（調査） 

第２４条 補助事業の適正な執行のために必要と認めるときは、申請者及び申請者の属する

世帯の世帯員の個人情報並びに現地の調査を行うことがある。この場合において、特段の

事情がない限り事前に関係者に同意を得るものとする。 

 

（その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


